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令和元年度農林水産政策科学研究委託事業について 

 

１ 事業の目的 

本事業は、農林水産省の行政部局の政策研究ニーズに的確に対応するため、従来

から行政部局との連携を図りつつ政策研究を実施してきた農林水産政策研究所の関

与の下に、大学、シンクタンク等の研究機関の幅広い知見を活用して研究を進める

もので、科学的・客観的な政策の企画立案に資する政策研究の推進を図ることが目

的です。 

 

２ 公募研究課題 

本事業では、行政部局からの要請等に基づき、農林水産政策の推進上、重要性・

緊急性が高く、研究の成果が農林水産政策の企画立案に資するものとして、研究テ

ーマを設定します。 

令和元年度から実施予定の委託研究テーマは以下のとおりで（別紙１「令和元年

度研究テーマの概要」を参照）、これに基づき具体的な研究課題を募集します。 

なお、研究の実施期間（予定）は、３年とします。 
 

【研究テーマ】日本の食品産業の海外展開に関する研究 

 
 
（注）本事業は、社会科学系研究を主体的に行い、政策の企画立案等に活用できる水準の成果を

あげることが見込まれる研究を対象とします。仮に、以下のような研究課題が応募された

場合、審査の対象から除外されますので御注意ください。 

・農林水産政策の企画立案に寄与しない研究課題 

・主として自然科学系の実験等手法を活用した研究課題 

・情報収集を目的とする実態調査・分析等の研究課題 

 

３ 公募から研究開始までのスケジュール 

○公募期間            ７月 10 日（水）～８月 21 日（水）12 時 

○１次（書面）審査        ８月下旬～９月上旬 

○２次（ヒアリング）審査     ９月中旬 

○採択課題決定          ９月下旬 

○研究計画見直し（必要な場合） 10 月上旬 

○委託契約の締結（研究開始）   10 月以降 

（注）応募の状況等により変更となる可能性があります。 

 

４ 応募資格等 

（１）応募資格 

① 応募できる者は、民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発

法人、独立行政法人、大学、地方公共団体、NPO 法人、協同組合等の法人格を有す
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る研究機関（※１）（以下「研究機関等」という。）、又はこれらの２以上の研

究機関等から構成されるグループ（以下「共同研究グループ」という。）です。 

② 共同研究グループの場合は、国との委託契約における受託者として一切の契約

責任を有し研究推進の中核となる機関（以下「中核機関」という。）を定め、中

核機関が応募することになります。また、中核機関は、研究の効率的な推進を図

る観点から、中核機関以外の研究機関（以下「共同機関」という。）との役割分

担を明確にするとともに、参画機関が過度に多くならないように配慮してくださ

い。 

（※１）研究機関とは、法人格を有する者で、以下の三つの要件を満たす機関を指します。 

ア 当該事業目的のための研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有す

ること。 

イ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。 

ウ 当該事業を推進するに当たって取得した個人情報の管理体制を有すること。 

 

（２）研究機関等の要件 

研究機関等（共同研究グループの場合は中核機関。以下同じ。）は、次の要件を

満たすことが必要です。 

① 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。ただし、

国外機関が有する特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観

点から必要と認められる場合は、この限りではありません。 

② 国との委託契約を原則として日本国内の法律に則って締結できること。共同研

究グループの場合、中核機関は共同機関と、国との委託契約に準拠した内容で、

研究調査委託契約を締結できること（８（１）「委託契約の締結」を参照）。 

③ 研究を受託できる財政的健全性を有すること。 

④ 研究の企画調整及び運営管理を円滑に実施できる能力・体制を有すること。特

に、事業費執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の設

置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制を有すること。 

⑤ 中核機関は、共同機関の研究推進状況の確認、定期的な情報交換等を行い、適

切な進行管理を行うこと。 

 

（３）研究総括者とその要件 

研究機関等は、所属する研究者の中から当該研究課題の実施に責任を有する研究

の総括者（以下「研究総括者」という。）を選定する必要があります。共同研究グ

ループの場合は、中核機関に所属する研究者の中から研究総括者を選定する必要が

あります。 

 

［研究総括者の要件] 

  研究総括者は、次の要件を満たすことが必要です。 

① 原則として研究機関等に常勤的に所属しており、国内に在住していること。長

期出張により長期間研究が実施できない場合、又は、人事異動や定年退職等によ
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り研究機関等を離れることが見込まれる場合には、研究総括者になることを避け

てください。 

② 当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること。 

③ 当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進行

管理能力を有していること。 

  

５ 応募手続 

（１）応募方法 

研究機関等は、所定の申請様式（※２）にて応募書類を作成の上、府省共通研究

開発管理システム（以下「e-Rad」という。）を利用して電子申請を行ってください。

e-Rad を利用した電子申請の方法については、別紙２「府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）による応募について」を御参照ください。郵送、持参、FAX 及び電子

メールによる提出は一切受け付けませんので、御注意ください。 

 （ ※ ２ ） e-Rad の 公 募 ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 農 林 水 産 政 策 研 究 所 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.maff.go.jp/primaff/kadai_hyoka/itaku/2019/bosyu.html）に掲載。 

 

（２）応募に当たっての留意事項 

① 応募書類（研究実施計画書等）の作成に当たっては、申請様式に記載されてい

る研究実施計画書等作成上の留意事項を御参照ください。 

② 所定の様式以外での応募及び応募後の書類等の変更は、認められません。なお、

提案書は日本語で作成してください。 

③ 提出された応募書類に不備がある場合は、審査対象とならないことがあります。 

④ 提出された応募書類等は返却いたしません。 

⑤ 応募内容に関する秘密は厳守いたします。 

⑥ 応募書類受付後１週間は、委託研究事務局より、内容についての確認等の連絡

をする場合がありますので、出張の場合は携帯電話の連絡先の周知を図る等、研

究総括者に確実に連絡が取れるようにしてください。 

 

（３）応募受付期間 

  応募受付期間： 令和元年７月 10 日（水）～令和元年８月 21 日（水）12 時（厳守） 

 

６ 研究費 

１課題・単年度当たりの研究費（間接経費及び消費税を含む）は、原則として 850

万円程度とし、予算額の範囲内で決定します。研究機関等は、国からの委託費とし

て、直接経費、間接経費及び研究調査委託費を計上できます。共同機関は、中核機

関からの研究調査委託費として、直接経費及び間接経費を計上できます（消費税を

含む）（詳細は別紙３「契約上支払対象となる経費について」を参照）。 
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（１）直接経費 

研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要とする経費（人件費、謝金、研

究員等旅費、委員旅費、試験研究費等）。 

直接経費に計上できるものは、本委託事業の遂行及び研究成果の取りまとめに直

接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。 

研究機関として通常備えておくべきもの（什器類、基本業務用ＰＣ等）は計上で

きません。 

 

（２）間接経費 

研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研

究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等、研究の実施を支えるた

めの経費であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費。 

直接経費の 30％に当たる額を上限として計上できます。間接経費の執行に当たっ

ては「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（平成 13 年４月 20 日競争的

資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成 26 年５月 29 日改正）に準じ、研究

機関等の長の責任下で、使途の透明性を確保し、適切な執行を図ってください。 

 

（３）研究調査委託費（中核機関のみ計上可能） 

共同機関に対する試験研究の委託に要する経費及び研究推進に係る業務の一部を

他の機関に委託するために要する経費。研究調査委託費の総額は委託費総額の５割

以下とする必要があります。 

 

７ 研究課題の選定 

（１）選定の方法及び手順 

① １次（書面）審査 

  外部専門家等による１次（書面）審査の結果を基に、農林水産政策研究所が、

２次（ヒアリング）審査の対象課題を選定します。 

 ② ２次（ヒアリング）審査  

外部専門家等を構成員とする農林水産政策科学研究委託事業評価会（非公開）

を開催し、１次（書面）審査で選定された課題の研究総括者に対して、ヒアリン

グを実施し、これを基に、農林水産政策研究所が採択課題を決定します。 

なお、外部専門家等による１次及び２次審査は、申請課題の利害関係者以外か

ら構成されます。 

 

（２）審査基準 

委託予定先の選定は、以下の審査基準に沿って行います。 

① 政策的観点 

ア 政策的観点から見た社会的・経済的意義（重要性、緊急性） 

イ 政策の企画立案における研究成果の活用の可能性 
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ウ 先行類似研究の有効活用や費用対効果の面から見た研究計画の妥当性 

エ 研究成果の波及性 

② 科学的観点 

ア 学術的意義（新規性、先導性） 

イ  研究計画の効率性（研究コスト及び費用対効果、研究期間、研究方法、研究

体制等）      

ウ 目標の明確性・達成可能性 

 

（３）選定結果の通知等 

１次（書面）審査による選定結果、２次（ヒアリング）審査の日程及び採択結果

については、審査後、速やかに直接研究総括者にお知らせします。なお、委託予定

先に対し、必要に応じて、研究実施に当たっての留意事項を付す場合があります。

留意事項の全部又は一部が実行できないと農林水産省が判断したときは、委託予定

先としないことがあります。また、採択された研究課題については、課題名、研究

機関、課題の概要等を、農林水産政策研究所のホームページ等で公表します。 

 

８ 研究課題の管理等 

（１）委託契約の締結 

   研究課題選定の過程で、研究実施に当たっての留意事項等がある場合は、採択

結果の通知とともにお知らせしますので、これを踏まえ見直しを行った上で、研

究計画書を提出いただき、農林水産政策研究所長と研究機関等の長との間で委託

契約を締結します。委託契約の締結に当たっては、以下の点に御留意ください。 

 ① 契約上の要件として、平成 31・32・33 年度又は令和１･２･３年度農林水産省競

争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等（調査・研究）」の区分におけ

る資格の取得が必要です。このため、現在この資格のない研究機関等は、令和元

年８月中に取得してください。 

  ・共同研究グループの場合は、中核機関のみの取得で構いません。 

・地方公共団体においては、取得する必要はありません。 

・資格の取得に係る詳細な情報については、統一資格審査申請・調達情報検索サ

イト（https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html）を御参照く

ださい。 

・平成 31 年 4 月末までに発行された通知書は平成表記になっておりますが、有

効期限までご使用になれます。 

② 研究機関等には契約に必要な書類を速やかに提出していただくこととなります

が、書類に不備がある場合や、契約条件が合致しない場合（研究委託条件が合致

しない場合を含む。）には、委託契約の締結ができない場合もありますので、採

択された場合には、契約書の内容を十分確認してください。 

③ 経費の支払は、契約書に定める実績報告書が提出され、内容を審査の上、委託

費の額の確定を行った後、全額精算払いとなります。 
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④ 委託契約は年度単位となりますので、次年度以降はその都度契約となります。 

 

（２）研究成果 

① 実績報告書 

   委託を受けた研究機関等の長は、毎年度、成果の概要等をまとめた実績報告書

を提出していただきます。 

② 研究成果の帰属 

   委託研究を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合、以下の

ア～ウの条件を遵守（遵守に係る確認書を提出）していただくことを前提条件に、

その知的財産権の帰属先を、研究機関等とすることができます。また、中核機関

から共同機関への研究調査委託に係る知的財産権の帰属先も、同様の条件により

共同機関とする（必要に応じて、中核機関と当該共同機関との間での持ち分を定

める）ことができます。詳細については、委託研究事務局にお問い合わせくださ

い。 

ア 特許権等の知的財産権が発生した場合には、遅滞なく国に報告すること。 

  イ 国が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、国に対し、

当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。 

  ウ 当該知的財産権を相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、

国が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと。 

（注１）帰属を受けた知的財産権について、国以外の第三者に譲渡又は実施許諾等を行う場

合には、農林水産省の承認が必要です。 

（注２）上記の（注１）の他、本事業の研究成果によって得られた知的財産権の研究ライセ

ンス及びリサーチツール特許の使用については、「大学等における政府資金を原資とす

る研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」（平成 18 年５

月 23 日総合科学技術会議（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060523_2.pdf）)及び

「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指

針 」 （ 平 成 19 年 ３ 月 １ 日 総 合 科 学 技 術 会 議 決 定

（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken070301.pdf））に基づき、対応することになり

ます。 

   

（３）研究成果等の公表 

   本事業の研究成果については、農林水産政策研究所が、研究成果発表会や、冊

子等により公表します。その際、研究機関等に協力を求めることがありますので

御承知おきください。 

   また、本事業の研究成果は、政策の企画立案への貢献のみならず、学術面での

高い貢献も求められることから、各研究機関等においては、原則としてその研究

成果について学会誌(査読付き)への論文投稿を行っていただきます。また、本事

業による研究内容及び成果について、学会誌への論文投稿の他、プレスリリース、

インターネット、シンポジウム等により公表する場合には、事前に、委託研究事
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務局に連絡していただくこととなります。なお、公表に当たっては、「農林水産

政策科学研究委託事業」を活用して行っているものであることを明示していただ

きます。 

 

（４）収益納付 

   研究機関等は、本事業の研究成果による収益状況を本事業が終了した翌年度か

ら起算して５年間、毎事業年度末から 90 日以内に報告していただきます。報告に

より、相当の収益が得られたと認められた場合には、以下により、収益の一部に

相当する金額を納付していただきます。 

① 本事業に係る特許権等の譲渡又は実施権の設定により収益が生じた場合 

    納付額＝収益額×（委託費の確定額の総額／委託事業に関連して支出された研

究費総額）×1/2 

（注１）式中「収益額」とは、当該特許権等の譲渡又は実施権の設定により生じた収益をい

います。 

（注２）式中「委託費の確定額の総額」とは、研究課題に必要な経費として委託契約書に基

づき確定された各年度における委託費の総額をいいます。 

（注３）式中「委託事業に関連して支出された研究費総額」とは、委託費の確定額の総額及

び当該特許権等を得るために要した委託費以外の技術開発費の合計額をいいます。 

② 本事業の成果の企業化により収益が生じた場合 

納付額＝収益額×（委託費の確定額の総額／企業化に係る総費用）×企業化利

用割合×1/2 

（注１）式中「収益額」とは、委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益をいい

ます。 

（注２）式中「企業化に係る総費用」とは、委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設

備投資等の費用の合計額をいいます。 

（注３）式中「企業化利用割合」とは、製品全体の製造原価に占める、委託事業に係る成果

物の製造原価の割合をいいます。 

   

９ 研究課題の進行管理、評価等 

（１）研究課題の進行管理等 

① プログラムオフィサー（PO）を主査とする研究推進チームによる助言・指導 

本事業の実施に当たっては、プログラムオフィサー（PO）（課題の選定、評価、

フォローアップ等の進行管理を行う責任者として、農林水産政策研究所の職員の

中から農林水産政策研究所長が指名した者）を主査として、農林水産省の職員の

中から構成される研究推進チームが研究の進捗状況を把握し、必要に応じ助言・

指導等を行います。 

② 研究計画書及び研究推進状況の報告 

研究課題の実施に当たっては、１年度末及び２年度末に、当該年度の研究推進

状況が分かる報告書を提出いただいた上で、研究推進チームと協議の上、翌年度

の研究計画書を提出していただきます。研究の進捗状況によっては、研究費の減

額、研究の中止を求めることがあります。 
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③ 研究推進会議の開催 

共同研究グループの場合、中核機関には、毎年度、参画研究機関による研究の

推進状況を確認していただくとともに、研究計画の必要な見直しを機動的に行う

ために、参画研究機関等を参集した研究推進会議を開催していただきます。 

また、研究推進会議には、必要に応じ、研究推進チーム等が参画し、研究の推

進に関する必要な助言・指導を行います。 

 

（２）研究課題の評価 

 ① 中間評価 

   ２年度目に、中間評価を実施します。中間評価に当たっては、あらかじめ研究

成果報告書を提出いただき、中間評価会によるヒアリングを実施します。中間評

価の結果によっては、研究計画の変更又は中止、研究費の減額等の措置をとるこ

とがあります。 

 ② 事後評価 

研究実施期間終了後に事後評価を実施します。最終年度末に３年間の研究成果

をまとめた資料（調査データ等を含む）を提出いただきます。文書管理の観点か

ら、研究推進チームと協議の上、非公開とすべき部分については、削除する等の

適切な処置を講じた上で、研究成果報告書を提出いただきます。事後評価は研究

成果報告書等に基づき行われます。 

 

10 応募に当たってのその他の注意事項 

（１）重複応募・重複研究参画 

同一の者が研究総括者として２件以上応募することは、差し控えてください。 

なお、同一の者が研究の分担者として複数の研究課題に参画することは差し支え

ありませんが、応募書類に記載するエフォート（研究専従率）は正確に算出してく

ださい。また、研究総括者が異なれば同一機関が複数課題の研究機関等として応募

することは可能です。 

 

（２）不合理な重複及び過度の集中の排除 

① 本事業の応募の際には、他府省を含む他の公募型研究資金等の応募・受入状況

（制度名、研究課題名、実施期間、研究費総額、エフォート（研究専従率）等）

を応募書類に記載していただきます（研究実施計画書様式３の「６．他府省を含

む他の公募型研究資金等の応募・受入状況」を参照）。なお、応募書類に事実と

異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取消又は委託契約の解除、委託費の

返還等の処分を行うことがあります。 

② 課題採択に当たっては、「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成 17 年

９月９日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成 29 年 6 月 22 日改

正(https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1_tekiseisikkou.pdf））に

準じ、応募書類（研究計画書）及び他府省からの情報等により、公募型研究資金
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の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題の採択を見合わ

せる場合等があります。 

なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な

範囲内で、採択予定課題及び研究計画書の内容の一部（制度名、研究者名、所属

機関、研究課題、研究概要、予算額等）を、他府省を含む他の公募型研究資金担

当部局に情報提供する場合があります。 

 

（３）研究費の不正使用防止 

① 不正使用防止に向けた取組 

農林水産省では、研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不

正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成 18 年８月 31 日総

合科学技術会議決定）に則り、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン（実施基準）」（平成 19 年 10 月１日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会

議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知、平成 26 年 12 月 18 日改正）（以下、

「管理・監査ガイドライン」という。）を策定しており、これらを必ず遵守して本

事業を実施してください。毎年度、管理・監査ガイドラインに基づく体制整備等の

実施状況について、書面による報告をしていただきます。また、現地調査等を行う

場合がありますので、御承知おきください。 

※ 管理・監査ガイドラインについては、 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/misbehavior.htm を御覧ください。 

 

② 不正使用等が行われた場合の措置 

ア 本事業及び当省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使用

又は不正受給（以下「不正使用等」という。）を行ったために、委託費等の全

部又は一部を返還した研究者及びこれに共謀した研究者については、以下のと

おり、当該研究費を返還した年度の翌年度以降、一定期間、本委託研究に係る

新規の応募又は継続課題への参加を認めません。 

（ア）不正使用（故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使

用又は競争的資金等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した使用を

いう。）を行った研究者及びそれに共謀した研究者 

ａ 個人の利益を得るための私的流用が認められた場合：10 年間 

ｂ ａ以外による場合 

(a) 社会的影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断された場合：５年間 

(b) (a)及び(c)以外の場合：２～４年間 

(c) 社会的影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合：１年間 

（イ）不正受給（偽りその他不正な手段により競争的資金等を受給することをい

う。）を行った研究者及びそれに共謀した研究者：５年間 

（ウ）不正使用等に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者：不正
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使用等を行った研究者の応募制限期間の半分（上限は２年間とし、下限は１

年間で端数は切り捨てる。）の期間 

（エ）他省庁を含む他の競争的資金等において不正使用等を行った研究者及びそ

れに共謀した研究者並びに善管注意義務に違反した研究者：当該競争的資金

等において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期間 

（注） 善管注意義務対象者の例示：原則、日常的に研究資金の管理を行うことが可能であっ

て、研究実施に当たって管理する立場にある研究者が、競争的資金等の使用・管理状況を

把握せず、管理者としての責務を全うしなかった結果、被管理者（その他の研究者）が不

正を行った場合に、善管注意義務違反となることが想定される。 

イ 本事業において研究費の不正使用等を行ったため、委託費の全部又は一部の返

還措置がとられた場合、当該不正使用等の概要を公表するとともに、国費による

研究資金を所管する各府省及び農林水産省所管の国立研究開発法人及び独立行政

法人に情報提供いたします。このことにより、他の事業等においても申請が制限

される場合があります。 

ウ 研究費の不正使用等が行われた場合において、その原因の一つとして研究費の

不正使用等に関与した研究者等が所属する機関における公的研究費の管理・監視

体制が不十分であった場合には、同機関に所属する全ての研究者について、一定

期間、委託研究への応募又は参加を認めないこととします。 

 

なお、事務局が公的研究費の配分先の研究機関等において不正使用等が行わ

れた旨の情報を入手した場合の対応については、「研究機関において公的研究費の不正

使用等があった場合の研究事業への参加対応について」に準じて対応しますので下記を

御覧ください。 

（http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/kenkyuhusei_sanka_taiou.pdf） 

 

（４）虚偽の申請に対する対応 

  本事業に係る申請内容において、虚偽行為が明らかになった場合、実施課題に関

する委託契約は取り消され、委託費の一括返還、損害賠償等を委託先である研究機

関等に求める場合があります。 

また、これらの不正な手段により本事業から資金を受給した研究者等及びそれに

共謀した研究者等については（３）②の不正使用等を行った場合と同様の措置を取

ります。 

 

（５）研究活動の不正行為防止 

① 不正行為防止に向けた取組 

農林水産省では、研究活動の不正行為（発表された研究成果の中に示されたデ

ータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用）（以下「特定不正行為」という。）

に関し、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイド
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ライン」（平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局

長、林野庁長官及び水産庁長官通知、平成 30 年 7 月 20 日改正）（以下「不正行

為ガイドライン」という。）及び「農林水産省が配分する研究資金を活用した研

究活動における特定不正行為への対応に関する規程」（平成 18 年 12 月 15 日付け

18 農会第 1148 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知、

平成 27 年 10 月 1 日改正）を策定しており、これらを必ず遵守して本事業を実施

してください。 

  ○ 不正行為ガイドラインに基づく研究倫理に関する誓約書の提出 

各研究機関においては、不正行為ガイドラインに基づいて、研究倫理教育責

任者を設置するなど不正行為を未然に防止する体制を整備するとともに、研究

機関内の研究活動に関わる者を対象に、契約締結時までに研究倫理教育を実施

していただく必要があります。また、研究活動の特定不正行為に関する告発等

を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告発があった場合に調査委

員会の設置及び調査の実施等、研究活動の特定不正行為に対して適切に対応し

ていただく必要があります。令和元年度契約時までに、研究倫理に関する誓約

書を提出いただきますが、共同研究グループの場合は、中核機関が共同機関分

も取りまとめて提出してください。なお、誓約書が提出されない限り、契約を

締結することができませんので、御注意ください。 

なお、農林水産政策研究所においても、研究の不正行為に対する告発等の問

い合わせを受け付ける窓口を設置しており、問い合わせがあった場合には、「農

林水産政策研究所における研究活動の不正行為への対応に関する規定」（平成

19 年 10 月 30 日付け 19 政策研第 349 号、平成 29 年 5 月 22 日改正）により対

応します。 

※ 農林水産省の上記不正行為ガイドライン及び規程については、 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/misbehavior.htm を御覧ください。 

※ 農林水産政策研究所における研究活動の不正行為への対応に関する規定に

ついては、http://www.maff.go.jp/primaff/kadai_hyoka/taio.html を御覧

ください。 

 

②  特定不正行為が行われた場合の措置 

特定不正行為があったと認定された研究に係る資金の配分を受けた機関に対

し、当該研究に配分された研究費の一部又は全部の返還を求める場合があります。 

また、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定不正行為に関与したと

までは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文

等の内容について責任を負うものとして認定された著者に対し、以下のとおり、

一定期間、本委託研究をはじめとする農林水産省所管の研究資金等への申請を制

限する場合があります。 
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ア 特定不正行為に関与したと認定された者については、その特定不正行為の程

度により、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降２年から 10 年 

イ 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があっ

たと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定され

た著者については、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降１年から３年 

なお、上記の措置の対象となった者の氏名・所属、当該措置の内容、特定不正

行為の内容等を公表するとともに、国費による研究資金を所管する各府省及び農

林水産省所管の国立研究開発法人及び独立行政法人に情報提供しますので、他の

事業等においても申請が制限される場合があります。 

 

（６）指名停止を受けた場合の取扱い 

公募期間中に談合等によって当省から指名停止措置を受けている研究機関等が 

参画した研究グループによる応募について、措置対象地域で研究を実施する内容

の応募は受け付けません。なお、公募期間終了後、採択までの間に指名停止措置

を受けた場合は、不採択とします。 

 

（７）秘密の保持 

委託研究に係る応募書類及び e-Rad への登録のために応募者から提出された資

料に含まれる個人情報は、委託研究の採択の採否の連絡、採択課題に係る契約手

続、評価の実施、e-Rad を経由した内閣府の「政府研究開発データベース」への情

報提供等、農林水産政策研究所が業務のために利用・提供する場合を除き、応募

者に無断で使用することはありません（ただし、法令等により提供を求められた

場合を除きます。）。 

なお、採択された個々の研究課題に関する情報（研究課題名、研究概要、研究

機関名、研究者名、研究実施機関等）は、行政機関が保有する情報として公開さ

れることがあります。

  



 

別紙１ 

令和元年度研究テーマの概要 

 

【研究テーマ】 

日本の食品産業の海外展開に関する研究 

 
【研究テーマの目標】 

人口減少や高齢化等により、日本の国内マーケットが縮小していく中、今後も我が国の食産業が

継続的に発展していくためには、国内需要だけでなく海外需要も取り込んでいく必要があり、農林

水産物・食品の輸出をはじめとして、インバウンド需要の獲得や食品関連事業者の海外進出等によ

る現地需要の取り込みも含めて検討を行うことが不可欠である。 

また、農林水産物・食品の輸出促進については、現在、農林水産物・食品の輸出拡大のための輸

入国規制への対応等に関する関係閣僚会議において、そのための課題と対応方向についてとりまと

めがなされたところである。 

我が国の食品産業の海外進出は、現地に販売拠点や生産拠点を設け、現地市場を主な対象として

事業展開を行っているとみられるが、今後、海外需要を更に取り込んでいくためには、日本の農林

水産物・食品の輸出やインバウンド需要の拡大、また、日本の食文化の発信などによる海外におけ

る日本の農林水産物・食品の需要拡大などに繋がるような海外展開を促進することも必要である。 

そのためには、これらの促進に資する政策を適時的確に提案していくとともに有用な情報を広く

示してくことが重要であり、日本の食品産業の海外展開の実態や今後の見通し等について多角的に

把握・分析する必要がある。 

本研究においては、上記分析を行い、日本の食品産業の海外展開の拡大や海外進出企業の発展に

資する知見を得ることを目標とする。 

 

【留意点】 

・研究を行う上では、事例のヒアリング等による定性的な課題等の抽出にとどまらず、事例調査や

既存の統計資料から得られるデータを用いた分析を行い、定量的に海外展開のメリット（国内事業

への波及効果含む）やリスク、課題、今後の見通しを明らかにするよう留意すること。 

・事例調査を行う際は、現地進出に当たって、日本の農林水産物・食品の輸出やインバウンド需要

を拡大させるような事例など、日本国内の農林水産業や食品産業の発展に寄与するような事例を選

定するよう留意すること。 

・本事業においては、企業が海外でビジネス行う際に必要となる農林水産物・食品の輸出に係る課

題・対応については、調査対象としない（例：海外においてレストラン展開をする際の原材料の日

本からの輸出の際に障壁となる規制などは対象外。）。 

 

【課題例】 

「日本の食品産業の海外展開の実態解明及び今後の展開に係る分析に関する研究」 

（具体的研究内容） 

①  日本の食品産業の海外進出（拡大、縮小及び撤退等を含む。）の経緯・現状、ベネフィ

ット（国内事業への波及効果を含む）リスク及び今後の見通しについて、文献等の公開情

報の整理・分析、特徴的な企業に対するヒアリング等により定量的・定性的に把握、分析 

②  ①を踏まえ、（国産農林水産物・食品の輸出拡大に資する）食品産業の海外展開の拡大

に向けた課題を抽出し、当該課題への対応方向に関する検討・分析 

  



 

別紙２ 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募について 

 

 

１ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

府省共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」という。）とは、各府省が所管する競争的研究資金制

度を中心として、 研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告

等）をオンライン化する府省横断的なシステムです。 

（１）ポータルサイトへのアクセス方法 

e-Radのポータルサイトへアクセスするには、Web ブラウザで「http://www.e-rad.go.jp/」にアクセス

します。ポータルサイトでは、本システムに関する最新の情報を掲載しています。 

また、本システムへは、ポータルサイトからログインします。 

（２）システムの利用時間及び操作方法等に関するお問い合わせ先 

システムの利用時間：平日、休日ともに0:00～24:00 

ヘルプデスク電話番号：0570-066-877 (ナビダイヤル) 又は03-6631-0622 

ヘルプデスク受付時間：平日9：00～18：00 

（令和元年７月１日現在。時間については、今後変更する可能性がありますので、e-Rad のポータルサイ

ト「お問合せ方法」https://www.e-rad.go.jp/contact.html にて御確認ください。） 

 

２ 応募受付期間について 

令和元年７月10日（水）～令和元年８月21日（水）12時 

 

３ システム利用に当たっての事前準備について 

中核機関及び共同機関の事務担当者は、ポータルサイトの「研究機関向け 新規登録の方法」に従って、

研究機関の登録申請及び所属研究者（研究分担者を含む全ての研究者）の登録を行います（既に登録済みの

場合には、申請及び登録を行う必要はありません。）。 

研究機関の登録は、通常でも１～２週間程度、混雑具合によってはそれ以上の時間を要する場合もありま

すので、余裕をもって申請を行ってください。 

 

４ 研究実施計画書等の作成について 

（１）公募要領及び申請様式（研究実施計画書等）のダウンロード 

提案者は、農林水産政策研究所のホームページ又はポータルサイトの「公募一覧」から公募要領及び申請

様式（研究実施計画書等）をダウンロードし、公募要領に従って研究実施計画書等を作成します。 

 

（２）研究実施計画書等のPDFファイルの作成 

① 研究実施計画書等の様式１は代表者印を押印し、スキャナー等で読み取りPDFファイルを作成する。 

② 研究実施計画書等の様式２、３及び４については、PDFファイルに変換する。 

③ 様式５については、申請時に既に提出が可能な場合はスキャナー等で読み取り、PDFファイルを作成

する。④ 平成31・32・33年度又は令和１・２・３年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）

については、申請時に既に提出が可能な場合はスキャナー等で読み取り、PDFファイルを作成する（共

同研究グループの場合は、中核機関のみ）。 

⑤ ①、②、③及び④のファイルを結合する。（10MB 以内。白黒でも可。）③及び④については、申請

時の提出が難しい場合は契約時までに別途提出のこと。 

 

 

 



 

５ 応募情報の登録について 

（１）応募情報の登録の事前準備 

システムへの応募情報の入力の際には、次のものを用意します。 

① システムの「研究者向けマニュアル(https://www.e-rad.go.jp/manual/for_researcher.html) 」に掲

載されているマニュアル及び本資料 

② 研究実施計画書等とそのPDFファイル 

③ 各研究者のシステムに登録済みの研究者番号 

④ 各研究者の令和元年度の予算額（直接経費（総額）及び間接経費（総額）） 

 

（２）応募情報の入力手順 

応募情報の入力は、研究総括者がポータルサイトへログインし、応募課題を検索して応募情報を入力しま

す。なお、システムの操作手順の詳細は、「研究者向けマニュアル」を御覧ください。 

 

（３）応募情報の提出及び承認について 

応募情報を入力した提案者は、内容に誤りがないことを確認し、応募情報を提出します。正しく提出が行

われると、「応募情報を確定しました」というメッセージ表示され、応募課題の情報が研究機関の事務担当

者に対して提出されますが、この時点では農林水産省への提出は完了していません。 

農林水産省へ応募情報を提出するには、上記手続きに続いて研究総括者が所属する研究機関の事務代表

者の「承認」が必要です。事務代表者による「承認」を応募受付期間中に終わらせないと農林水産省へ応募

情報を提出したことにはなりませんので、十分に御注意ください。 

※ 必ず「応募/採択課題一覧」画面から応募課題のステータスを確認してください。ステータスが「応募

中/申請中/研究機関処理中」となっている場合は、研究機関の事務代表者による「承認」が終わっていませ

ん。 

事務代表者が「承認」すると、ステータスが「応募中/申請中/配分機関処理中」に変更されます。承認に

ついては、「研究機関向けマニュアル 事務代表者用」（https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html）

を御覧ください。 

 

６ その他 

（１）提出した応募情報の修正等 

応募受付期間中であれば、農林水産省へ提出した応募情報を引戻し、修正することができます。この場

合、応募受付期間中に修正を終了し、再度応募情報の提出及び事務代表者による承認をする必要がありま

す。 

応募受付期間終了間際には、ヘルプデスクにつながりにくくなることが予想されます。また、システム

は、緊急のメンテナンス等により、サービスを停止する場合があります。ポータルサイトの「システム管理

者からのお知らせ」を御確認の上、余裕をもって応募情報の入力等を行ってください。 

 

（２）応募受付期間終了後の連絡体制 

中核機関の研究総括者は、応募の内容について農林水産省の担当者から問い合わせを行う場合がありま

すので、応募受付期間終了後、１週間程度は確実に連絡が取れるようにしてください。 

 

７ 補足資料について 

企業、公益・一般法人又はNPO法人が、研究機関（共同機関の場合も含む）として参画する場合には、以

下の補足資料を提出してください。なお、ファイル容量等の関係等で、当該システムに補足資料をアップロ

ードできない場合は、郵送で委託研究事務局に提出してください。 

（１）企業の場合 

① 経歴書（経歴が確認できる会社案内等も可） 



 

② 最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準じるもの） 

 

（２）公益・一般法人、NPO法人の場合 

① 定款又は寄附行為 

② 最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準じるもの）  



 

別紙３ 

契約上支払対象となる経費について 

 

１ 委託経費の対象となる経費 

（１）直接経費…研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要とする経費 

ア 人件費 

研究開発に直接従事する研究員等及び研究推進に係るコーディネートを行う者の

人件費（研究推進に係るコーディネートを行う者の人件費については、中核機関の

み計上可能）。なお、国、あるいは、地方公共団体からの交付金等で常勤職員の人

件費を負担している法人（地方公共団体を含む）については、常勤職員の人件費は

計上できません。 

 イ 謝金 

   研究のアドバイザー等に対する謝金。 

 ウ 研究員等旅費 

   当該研究機関等に所属する研究員等の調査、連絡等に要する国内外旅費。 

 エ 委員旅費 

   研究のアドバイザー等の国内外旅費。 

 オ 試験研究費 

  ・賃金 

   委託研究に従事する研究補助者等に係る賃金。 

  ・機械・備品費 

委託研究課題で使用するもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るも

ののうち、取得価格が 10 万円以上の物品の購入経費。 

 ・消耗品費 

   委託研究課題で使用するもので、機械・備品費に該当しない物品。 

  ・雑役務費 

   単純な分析等の外注費、学会参加費、レンタカー代金など。 

  ・印刷製本費 

   報告書、資料等の印刷、製本等に係る経費。 

 

（２）間接経費…研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理

部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等、研究の実施を支え

るための経費であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費。 

直接経費の 30％に当たる額を上限として計上できます。間接経費の執行に当たって

は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（平成 13 年４月 20 日競争的資金に

関する関係府省連絡会申し合わせ、平成 26 年５月 29 日改正）

（ https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2_kansetsukeihi.pdf）に準じ、



 

研究機関等の長の責任下で、使途の透明性を確保し、適切な執行を図ってください。 

  なお、間接経費の主な使途の例は以下のとおりです。 

 ○ 管理部門に係る経費 

  －管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

  －管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内

外旅費、会議費、印刷費など  

○ 研究部門に係る経費 

  －共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、

会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

  －当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

  －特許関連経費 

  －研究棟の整備、維持及び運営経費 

  －設備の整備、維持及び運営経費 

  －ネットワークの整備、維持及び運営経費 

  など 

○ その他の関連する事業部門に係る経費 

  －研究成果展開事業に係る経費 

  －広報事業に係る経費 

  など 

 

③ 研究調査委託費（中核機関のみ計上可能）…共同機関に対する試験研究の委託に要す

る経費及び研究推進に係る業務の一部を他の機関に委託するために要する経費。 

 

注１ 直接経費に計上できるものは、本委託事業の遂行及び研究成果の取りまとめに直

接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。特に消耗品費を計

上する場合は注意が必要です。 

注２ 機械・備品費については、以下の点に御注意ください。 

 ・研究機関等として通常備えるべき機器については、対象外です。汎用品（机・いす

等の什器、パソコン・プリンター、汎用的なソフトウェア等のＯＡ機器等）の購入

は、原則としてできません。ただし、専ら本委託事業を行うために必要である等の

合理的な理由を説明できるものに限り原則初年度の購入が可能ですので、個別の案

件は必ず事前に御相談ください。 

 ・機器の必要期間を勘案し、リース等で対応することを原則とし、経費が抑えられる



 

場合のみ計上することができます。 

 ・リース等の場合の経費は雑役務費に計上してください。 

 ・当該研究機関等が本来営む業務を実施するために整備した機器を委託事業に使用し

た場合、その機器が破損又は劣化等で使用不能となっても当経費での機器の更新は

認められません。 

注３ 研究調査委託費の総額は委託費総額の５割以下とする必要があります。 

 

２ 購入機器等の管理 

委託事業により研究機関等が取得した物品は、委託事業期間内は研究機関等の所有とな

り、善良な管理者の注意を持って管理していただくことになります。また、委託事業によ

り研究機関等が取得した物品は、原則として委託事業終了後、国へ返還していただくこと

になります。本事業の購入物品である旨、管理簿に登録した上で、物品にシールを貼るな

どして明記してください。 

 


